
 

採用に関する留意事項 
 

 

１ 任用の根拠について 

○ 稲敷市では地方公務員法第２２条の２第１項第１号の規定に基づくパートタイムの会計年度

任用職員（１週間当たりの勤務時間が常勤職員の勤務時間より短いもの）として任用されます。 

 

２ 任用期間について 

○ 任期は年度ごとに１年以内となります。（年度途中任用の場合は、任用開始年度の末日が任

期の上限となります。） 

 

３ 服務に関する規程の適用について 

○ 会計年度任用職員には、地方公務員法の服務に関する規程が適用されます。 

  ・服務の根本基準（地方公務員法第３０条） 

  ・服務の宣誓（地方公務員法第３１条） 

※任期毎に行う必要があります。 

  ・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（地方公務員法第３２条） 

  ・信用失墜行為の禁止（地方公務員法第３３条） 

  ・秘密を守る義務（地方公務員法第３４条） 

  ・職務に専念する義務（地方公務員法第３５条） 

  ・政治的行為の制限（地方公務員法第３６条） 

  ・争議行為等の禁止（地方公務員法第３７条） 

  ・営利企業への従事等の制限（地方公務員法第３８条） 

   ※パートタイムの会計年度任用職員については対象外となります。ただし、上記の職務専念

義務や信用失墜行為等が適用となることから、営利企業等へ従事する場合には、従事許

可に関する書類を提出する必要があります。 

 

４ 条件付採用について 

○ 任期、勤務日数、勤務時間、勤務実績等にかかわらず、採用日から 1月間は条件付採用とな

ります。（地方公務員法第２２条の２第７項） 

   採用後１月間の勤務日数が１５日に満たない場合には、その日数が１５日に達するまで（最

長任期末日まで）延長されます。 

   再度の任用の場合においても、その都度条件付採用期間が設定されます。 

   条件付採用期間中の職員は、分限・懲戒処分の手続き等に関する規定の適用が除外されま

す。（地方公務員法第２９条の２） 
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５ 再度の任用について 

○ 再度の任用回数に上限はありません。更新ではないため、任用期間が通算して５年を超えた

としても無期の任用への転換申込みはできません。翌年度に同一職種での勤務を希望する場

合は、再度申し込む必要があります。 

 

６ 期末・勤勉手当等の支給について 

○ 採用初年度に支給される期末手当は最大年１．６４１２５月分となる見込みです。（６月期：０．

３７８７５月分、１２月期：１．２６２５月分） 

再度の任用により継続して勤務した場合は、最大年２．５２５月分支給されます。 

〇 採用初年度に支給される勤勉手当は最大年１．３８１２５月分支給の見込みです。（６月期：０．

３１８７５月分、１２月期：１．０６２５月分） 

再度の任用により継続して勤務した場合は、年２．１２５月分を上限として令和６年度の任用実

績に応じて支給される見込みです。 

※ただし、条例改正により支給率が増減する場合があります。また、週１５時間３０分未満の

勤務又は６月未満の任用の場合は、支給対象とはなりません。 

 

７ 勤務時間について 

○ 社会保険、雇用保険、期末手当等の支給要件となる勤務時間は、募集内容に記載されている

１日の勤務時間に週当たりの勤務日数を乗じた時間数を基準とします。なお、社会保険の加入

要件となる月額報酬については、上記勤務時間を基準として算出した額で判断します。 

 

８ 休暇について 

○ 年次有給休暇は、勤務日数に応じて次の表の日数が付与されます。 

週所定 

勤務日数 

１年間の所定

勤務日数 
初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度以降 

５日 ２１７日以上 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

４日 １６９～２１６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日 

３日 １２１～１６８日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日 

２日 ７３～１２０日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

１日 ４８～７２日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

※ その他忌引休暇、療養休暇（インフルエンザ等）などの特別休暇が付与されます。 

 なお、取得できなかった年次有給休暇については、再度の任用により引き続き会計年度任用

職員に任用された場合には、年度内に付与された分に限り翌年度に繰り越すことができます。

（上限２０日） 
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９ 通勤手当について 

○ 通勤に係る費用弁償として、次表の月額を基礎額として、勤務実績により支給します。 

ただし、勤務場所までの距離が２キロ未満の場合や徒歩で通勤する場合は支給できません。 

・交通用具使用者 

  自宅から勤務場所までの最短距離に応じて支給されます。 

距離区分 費用弁償（月額上限） 

２ｋｍ以上５ｋｍ未満 ２，０００円 

５ｋｍ以上１０ｋｍ未満 ４，２００円 

１０ｋｍ以上１５ｋｍ未満 ７，３００円 

１５ｋｍ以上２０ｋｍ未満 １０，４００円 

２０ｋｍ以上２５ｋｍ未満 １３，５００円 

２５ｋｍ以上３０ｋｍ未満 １６，６００円 

３０ｋｍ以上３５ｋｍ未満 １９，７００円 

３５ｋｍ以上４０ｋｍ未満 ２２，８００円 

４０ｋｍ以上４５ｋｍ未満 ２５，９００円 

４５ｋｍ以上５０ｋｍ未満 ２９，１００円 

５０ｋｍ以上５５ｋｍ未満 ３２，３００円 

５５ｋｍ以上６０ｋｍ未満 ３５，５００円 

６０ｋｍ以上 ３８，７００円 

・公共交通機関（バス、電車など） 

  定期券等の実費相当額が支給されます。ただし、月額１５０，０００円が上限額となります。 

 

１０ 勤務中および通勤中の負傷について 

○ 勤務中および通勤中にけがをした場合は、非常勤公務災害補償又は労働者災害補償のいず

れかの補償を受けることができます。 
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